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令和 5 年 4 月 7 日 
福島行政監視行政相談センター 

 

新任の行政相談委員に 
 総務大臣の委嘱状を伝達します  

 

総務省 福島行政監視行政相談センターは、下記により、4 月 1 日付けで、松本剛明

総務大臣から新たに行政相談委員に委嘱された方々に、委嘱状を伝達します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県内では、令和 5 年４月１日現在、定員 116 人のうち１１3 人の行政相談委

員が委嘱されています（新任 26人、再任 87 人）。 

今回、新任行政相談委員（別紙名簿参照）26人に対し、総務大臣からの委嘱状

を伝達するとともに、行政相談委員の業務等について理解を深める研修を行います。 

  

  

 

 

○日 時：4 月 12 日（水） 13 時 30 分～ 

○場 所：福島合同庁舎３階共用会議室 （福島市霞町 1-46） 

○内 容 

・ 福島行政監視行政相談センター所長（上田
う え だ

 貴
たかし

）挨拶                  

・ 所長から委嘱状の伝達（１３：３５メド） ※ 所長挨拶、伝達の模様は取材可能です。 

 (伝達は 4 地区の代表者にのみ行います。) 

・ 新任行政相談委員の研修 

＜行政相談マスコット：キクーン＞ 

＜お問い合わせ先＞ 

  福島行政監視行政相談センター 森、勝又 

   福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎３階 

      電 話：０２４－５３４－１１０１ 

      メール：fukus30@soumu.go.jp 
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      新任行政相談委員名簿（今回委嘱状を伝達する方々） 

 
        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 市町村名 氏  名 

県 北 
二 本 松 市 

齋藤
さ い と う

 一 彦
かずひこ

 

服部
は っ と り

 栄 一
えいいち

 

本 宮 市 白藤
し ら ふ じ

 晴 也
せ い や

 

 郡 山 市 

景山
か げ や ま

 宏 喜
ひ ろ き

 

髙
た か

橋
は し

 利
と し

知
のり

 

圓
つ む

谷
ら や

 円
まるみ

 

県 南 

田 村 市 塚 原
つ か は ら

 誠
まこと

 

須 賀 川 市 村越
む ら こ し

 妙 子
た え こ

 

鏡 石 町 関根
せ き ね

 邦 夫
く に お

 

 

古 殿 町 瀬谷
せ や

 安 弘
やすひろ

 

白 河 市 
安沢
あんざわ

 三喜男
み き お

 

星
ほ し

 正 光
ま さ み つ

 

西 郷 村 髙
たか

橋
はし

 ひろ子 

 

 

 

会 津 

        

        

        

会津若松市 山浦
や ま う ら

 新 市
しんいち

 

猪 苗 代 町 
安藤
あ ん ど う

 孝 一
こういち

 

坂本
さかもと

 スミ子 

喜 多 方 市 福島
ふ く し ま

 政 則
まさのり

 

会津美里町 羽賀
は が

 吉 男
よ し お

 

昭 和 村 本名
ほ ん な

 千代
ち よ

 

下 郷 町 五十嵐
い が ら し

 昌男
ま さ お

 

檜 枝 岐 村 平野
ひ ら の

 正 毅
ま さ き

 

         只 見 町 目黒
め ぐ ろ

 真 弓
ま ゆ み

 

 

浜通り 

広 野 町 中津
な か つ

 由 美
ゆ み

 

川 内 村 井出
い で

 寿 一
じゅいち

 

 い わ き 市 
岩井
い わ い

 孝
こ う

治
じ

 

三室
み む ろ

 千鶴子
ち づ こ

  

別 紙 
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（参 考） 

 

 行政相談とは？  

  行政相談は、身近な行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、

担当行政機関とは異なる立場から、その解決や実現を促進し、行

政運営の改善にいかす仕組みです（相談は無料で、秘密は厳守さ

れます。）。 

 

 【相談例】 

・ 国道に危険な箇所があるので、早く補修してほしい。 

・ 道路の案内標識が分かりにくいので改善してほしい。 

・ 通学路脇の水路に柵がなく子どもが落下する危険があるので柵を設置してほしい。 

・ 役所に申請を行ったが、手続が進まなくて困っている。 

 

  福島行政監視行政相談センター及び行政相談委員は、行政に関する様々

な苦情や意見要望、困りごとを電話、手紙、メール、インターネットなど

で受け付けています。 

  

○行政苦情 110番 ０５７０－０９０１１０ 

○インターネット https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 親身
し ん み

 成
なる

三
ぞう

さん  良
よく

 聴代
き く よ

さん 

                            東北管区行政評価局 

                         行政相談委員イメージキャラクター 

【行政相談委員】 
行政相談委員法に基づき、総務大臣が委嘱する民間ボランティア（任期２年）。

地域の方々から国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係機関
への通知を行っています。各市町村に１人以上配置されています（全国で約
5,000 人、福島県内で 113 人（令和 5 年 4 月 1 日現在））。 


